
育児関連社会保険手続きチェックリスト

（男性従業員向け）
【①基本情報】
	社員番号
	
	（ふりがな）
氏名
	
	
	性別
	男 ・ 女

	
	
	
	
	
	
	

	生年月日　　
	年　　月　　日（　　　歳）
	基礎年金番号
	

	健康保険番号　　
	
	雇用保険番号
	

	配偶者出産予定日
	　　年　　月　　日
	子どもの出生日
	　　年　　月　　日

	産後パパ①開始日
	　　年　　月　　日
	日間
	産後パパ②開始日
	　　年　　月　　日
	日間

	産後パパ①終了日
	　　年　　月　　日
	
	産後パパ②終了日
	　　年　　月　　日
	

	育児休業①開始日
	　　年　　月　　日
	日間
	育児休業②開始日
	　　年　　月　　日
	日間

	育児休業①終了日
	　　年　　月　　日
	
	育児休業②終了日
	　　年　　月　　日
	

	育休延長・再延長
終了日
	延　長　　　年　　　月　　　日
	最終職場復帰日
	　　年　　月　　日

	
	再延長　　　年　　　月　　　日
	
	


【②標準手続】
	No.
	手続き
	必要書類等
	手続き先
	提出時期
	完了日

	1
	出産育児一時金の申請
（一時金・内払金支払・
差額）
	□出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
□出産育児一時金支給申請書
	協会
けんぽ
	出生後
	/

	
	
	※本人証明・医療機関等証明

　出産費用の領収書・明細書（写）
産科医療補償制度加入の場合、その証明等
	
	
	

	2
	出生児の扶養者異動
（出生児の扶養加入）
	□健康保険被扶養者（異動）届
	年金
事務所
	出生後
5日以内
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明
	
	
	

	産後パパ育休取得

	3
	産後パパ育休①
育休期間中の保険料免除
	□育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
	年金
事務所
	休業開始～
終了1ヶ月以内
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	4
	産後パパ育休①
終了時の月額変更
	□育児休業等終了時報酬月額変更届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明
	
	
	

	5
	産後パパ育休②
育休期間中の保険料免除
	□育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
	年金
事務所
	休業開始～
終了1ヶ月以内
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	6
	産後パパ育休②
終了時の月額変更
	□育児休業等終了時報酬月額変更届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明
	
	
	


	7
	育休開始時賃金登録・
受給資格確認・出生時
育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請
	□休業開始時賃金月額証明書
	ハローワーク
	子出生日の8週間経過日の翌日から2ヶ月を経過する日（※1）の属する月の末日
	/

	
	
	□育児休業給付受給資格確認票・
出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
	
	
	

	
	
	※本人証明・事業主証明

賃金台帳・出勤簿・育休申出書・母子手帳等
	
	
	

	育児休業①取得

	8
	育児休業①
育休期間中の保険料免除
	□育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
	年金
事務所
	休業開始～
終了1ヶ月以内
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	9
	育休開始時賃金登録・
受給資格確認
	□休業開始時賃金月額証明書
	ハローワーク
	休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日
	/

	
	
	□育児休業給付受給資格確認票
	
	
	

	
	
	※本人証明・事業主証明

賃金台帳・出勤簿・育休申出書・母子手帳等
出生時育児休業給付金受給時は賃金月額証明書不要
	
	
	

	10
	育児休業①
育児休業給付金/
出生後休業支援給付金
	□育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
通常2ヶ月に1回の届け出（毎月も可能）
	ハローワーク
	ハローワーク指定日
	―

	
	
	第1回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第2回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第3回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第4回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第5回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第6回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明　賃金台帳・出勤簿、
※出生後休業支援給付金申請時は、配偶者の状況に応じた書類（住民票、戸籍謄（抄）本等）
	
	―
	―

	11
	育児休業①
育休期間中の保険料免除終了
	□育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	12
	育児休業①
終了時の月額変更
	□育児休業等終了時報酬月額変更届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明
	
	
	

	育児休業②取得

	13
	育児休業②
育休期間中の保険料免除
	□育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
	年金
事務所
	休業開始～
終了1ヶ月以内
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	14
	育児休業②
育児休業給付金
	□育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
※第1回は「育児休業給付受給資格確認票・（初回）支給申請書」で行う）

通常2ヶ月に1回の届け出（毎月も可能）
	ハローワーク
	ハローワーク指定日
	―

	
	
	第1回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第2回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第3回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第4回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第5回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第6回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明　賃金台帳・出勤簿
	
	―
	―

	15
	育児休業②
育休期間中の保険料免除終了
	□育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	16
	育児休業②
終了時の月額変更
	□育児休業等終了時報酬月額変更届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明
	
	
	

	時短就業（2歳まで）

	17
	育児時短就業開始時賃金届出・受給資格確認
	□休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
※育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児時短就業をした場合、賃金届出は不要
	ハローワーク
	最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内
	/

	
	
	□育児時短就業給付受給資格確認票・（初回）育児時短就業給付金支給申請書
	
	
	

	
	
	※本人証明・事業主証明　賃金台帳・出勤簿、育児時短勤務申出書、母子手帳等
	
	
	

	18
	育児時短就業給付金
	□育児時短就業給付金支給申請書
	ハローワーク
	支給対象月の初日から起算して4か月以内
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明　賃金台帳・育児時短勤務申出書等
	
	
	

	
	
	第1回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第2回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第3回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第4回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第5回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第6回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	育児休業（延長）取得

	19
	育休期間中の保険料免除
延長
	□育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	20
	育児休業給付金
（延長申請）
	□育児休業給付金支給申請書
通常2ヶ月に1回の届け出（毎月も可能）
	ハローワーク
	ハローワーク指定日
	―

	
	
	第1回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第2回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第3回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明　賃金台帳・出勤簿
	
	
	

	21
	育休延長
育休期間中の保険料免除終了
	□育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	22
	育休延長
終了時の月額変更
	□育児休業等終了時報酬月額変更届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	育児休業（再延長）取得

	23
	育休期間中の保険料免除
再延長
	□育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	24
	育児休業給付金
（再延長申請）
	□育児休業給付金支給申請書
通常2ヶ月に1回の届け出（毎月も可能）
	ハローワーク
	ハローワーク指定日
	―

	
	
	第1回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第2回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	第3回（　　/　　～　　/　　）
	
	/　～　/　
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明　賃金台帳・出勤簿
	
	
	

	25
	育休再延長
育休期間中の保険料免除終了
	□育児休業等取得者申出書（新規・延長）／終了届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※事業主証明
	
	
	

	26
	育休再延長
終了時の月額変更
	□育児休業等終了時報酬月額変更届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	子どもの養育開始時

	27
	厚生年金標準報酬月額
みなし（養育特例）
	□養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明
　戸籍謄本等・住民票の写し
	
	
	

	26
	厚生年金養育特例期間終了
	□養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
	年金
事務所
	速やかに
	/

	
	
	※本人証明・事業主証明
	
	
	


（※１）出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金を一体的に申請する場合、①出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から②２回目の出生時育児休業をした場合は２回目の出生時育休業を終了した日の翌日から申請可能。
・産後パパ育休の期間が変更になった場合には、社会保険料の免除終了の届け出が必要。
・健康保険組合に加入の場合には、健康保険組合へ提出するものと健康保険組合を通じて提出するものがある。
・あくまでも標準的な流れを記載。
・社会保険料の免除の届け出および養育特例は、内容に変更がなければ終了の届け出は不要。
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